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第１章 総則 

 

（通則） 

第１ 地方運輸局（運輸監理部並びに運輸支局（地方運輸局組織規則（平成１４年国土交

通省令第７３号）別表第２第１号に掲げる運輸支局（福岡運輸支局を除く。）、茨城運

輸支局、千葉運輸支局及び佐賀運輸支局を除く。）、同令別表第５第４号に掲げる海事

事務所及び内閣府設置法（平成１１年法律第８９号）第４７条第１項の規定により沖縄

総合事務局におかれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のう

ち国土交通省組織令（平成１２年政令第２５５号）第２１２条第２項に規定する事務を

分掌するものを含む。第７２を除き、以下同じ。）において取り扱う新規学校卒業者を

対象とする船員の職業紹介及び求人に関する事務（船員職業安定法（以下「法」とい

う。）第４０条の規定により、学校等の行う無料の船員職業紹介事業に関する事務を除

く。）は、法及び同法施行規則（以下「則」という。）並びにこれに基づく命令等によ

るほか、この事務取扱要領の定めるところによる。 

（新規学校卒業者の定義） 

第２ 新規学校卒業者とは、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条の規定による

中学校、高等学校、高等専門学校及び大学の新規卒業予定者であって法第６条第１項に

規定する船員として就職しようとする者をいう。なお、水産高等学校専攻科は大学等卒

業者に準じて取り扱うものとする。 

（印章及び書類の備付） 

第３ 地方運輸局は、次に掲げる印章及び書類を備え付けるものとする。 

１ 地方運輸局受理印 （第１号様式） 

２ 中卒（船員）用求人票 （第２号様式） 

３ 高卒（船員）用求人票 （第３－１号様式） 

４ 大卒等（船員）用求人票 （第３－２号様式） 

５ 求人一覧表 （第４号様式） 

６ 学校訪問連絡書 （第５号様式） 

７ 紹介状、採否結果通知書 （第６号様式） 

８ 新規学校卒業者採用状況報告書 （第７号様式） 

９ 新規学校卒業者採用状況一覧表 （第８号様式） 

１０ 青少年雇用情報シート （第９号様式） 

（書類の保存期間） 

第４ 地方運輸局において保存すべき書類及びその期間は、次のとおりとする。 

１ 中卒（船員）用求人票 １年 

２ 高卒（船員）用求人票 １年 

３ 大卒等（船員）用求人票 １年 

４ 採否結果通知書 １年 

５ 新規学校卒業者採用状況報告書 １年 

 

第２章 新規学校卒業者を対象とする求人 

 

第１節 求人の申込み 
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（求人票等の提出） 

第５ 地方運輸局は、新規学校卒業者を対象とする求人において、新規中学校卒業者（中

等教育学校の前期課程修了者を含む。以下同じ。）を対象とする場合は中卒（船員）用

求人票（第２号様式）及び青少年雇用情報シート（第９号様式）を、新規高等学校卒業

者（新規中等教育学校卒業者を含む。以下同じ。）を対象とする場合は高卒（船員）用

求人票（第３－１号様式）及び青少年雇用情報シートを、高等専門学校及び大学卒業者

を対象とする場合は大卒等（船員）用求人票（第３－２号様式）及び青少年雇用情報シ

ートを交付し、所要事項を記入させたうえ、求人者又はその代理人に求人者の事業所の

所在地を管轄する地方運輸局に提出させること。ただし、求人票のみの提出を妨げない。

（求人票の記入方法） 

第６ 地方運輸局は、求人者に対し、求人票の記入について次のとおり指示すること。 

(１) 求人票は、求人地域別、学校を指定するときは学校別にそれぞれ作成するものと

し、黒インク又は黒色のボールペンを使用して記入すること。 

(２) 求人票の記入欄のうち、※印欄には記入しないこと。 

(３) 「名称」欄には、求人者の名称又は氏名を記入するとともに、ふりがなをつける

こと。略称若しくはペンネーム等を用いてはならない。 

通称を用いるときは、名称又は氏名を記入したうえ、余白部分にカッコ書きするこ

と。 

(４) 「所在地」欄には、求人者の事業所の所在地又は住所、郵便番号及び電話番号を

記入すること。 

(５) 「所有船舶」欄には、求人者が現に所有するすべての船舶の種類、隻数、総トン

数及び主要航路を記入すること。ただし、新規学校卒業者が船員として就職するま

でに船舶を新たに建造し、又は買船し、若しくはよう船することが確定していると

きは、その船舶も含めて記入すること。 

(６) 「採用事務担当者」欄には、求人申込みから採用決定までの事務を担当する責任

者の所属部課名、役職名及び氏名を記入すること。 

(７) 「輸送品目」欄には、求人者の所有する船舶が積載して輸送する主要な品目を記

入すること。ただし、漁船の場合は漁業種類を記入すること。 

(８) 「従業員数」欄には、求人者が使用している陸員及び海員の人数を男女別に記入

すること。 

(９) 「創業」欄には、求人者が事業を開始した西暦又は和暦を記入すること。 

(10) 「資本金」欄には、求人者の事業所の払込済の資本金を万円単位で記入すること。

ただし、資本金が億円単位であるときは、千万円の単位に換算して記入すること。 

(11) 「労働組合」、「就業規則」及び「給与規定」の各欄には、それぞれの有無の別

を示す「有」又は「無」のうち該当する文字を○で囲むこと。 

(12) 「加盟船主団体名」欄には、求人者が加盟している船主団体の名称又は略称を記

入すること。ただし、いずれの船主団体にも加盟していないときは「なし」と記入

すること。 

(13) 「団体協約締結」欄には、労働協約を締結しているときは「有」の文字を○で囲

んだうえ、余白部分にその労働組合の名称を記入すること。また、労働協約を締結

していないときは「無」の文字を○で囲むこと。 

(14) 「就業時間」欄には、乗船中の１日の労働時間を記入すること。ただし、漁船の

場合は、操業中を除いた労働時間数を記入すること。 
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(15) 「交替制」欄には、交替制勤務があるときは「有」の文字を○で囲んだうえ、そ

の始業及び就業時間を記入すること。また、交替制勤務がないときは「無」の文字

を○で囲むこと。 

(16) 「残業（時間外）」欄には、時間外労働があるときは「有」の文字を○で囲んだ

うえ、乗船中の１月当たりの平均時間外労働時間を記入すること。また、時間外労

働がないときは「無」の文字を○で囲むこと。 

(17) 「休日」欄には、日曜、国民の祝日等を含む１月当たりの休日数を記入すること。 

(18) 「有給休暇」欄には、入職の年及び２年目の年間の有給休暇の日数及び最高限度

の有給休暇のとれる年次とその年間の日数を記入すること。 

(19) 「乗船サイクル」欄には、配乗予定船舶における乗船の期間及び休暇の期間を記

入すること。 

(20) 「加入保険」欄には、健康保険に加入しているときは「健保」を、厚生年金保険

に加入しているときは「厚年保」を、労働者災害補償保険に加入しているときは

「労災保」を、雇用保険に加入しているときは「雇保」を、船員保険に加入してい

るときは「船保」を○で囲むこと。また、その他の社会保険に加入しているときは

「その他」の文字を○で囲み、カッコ内にその社会保険の名称を記入すること。 

(21) 「船員居住施設」欄には、船内に船員の居室があるときは「有」の文字を○で囲

んだうえ、その居室が個室であるときは「専用」の文字を、共同しようであるとき

は「共用」の文字を○で囲み、その居室にベッドが設備されているときは「ベッ

ド」の文字を、畳が敷かれているときは「畳」の文字を○で囲むこと。また、船内

に船員の居室がないときは「無」の文字を○で囲むこと。 

   配乗予定船舶の船内 LAN、Wi-fi 設備への対応状況について、全船で対応してい

る場合は「全船対応済」を、一部船舶で対応している場合は「一部船舶対応済」を、

対応していないときは「未対応」を○で囲むこと。 

配乗予定船舶が男女別の船内設備（洗面所、トイレ）に全船で対応しているとき

は「対応済」を、未対応船舶があり対応を予定しているときは「対応予定」を○で

囲むこと（現時点で女性船員がおらず未対応の場合でも、採用する際には最低限の

対応が求められるため、「対応予定」を○で囲むこと）。 

(22) 「宿舎施設」欄には、独身寮及び妻帯者用社宅があるときはそれぞれ「有」の文

字を○で囲むこと。また、独身寮及び妻帯者用社宅がないときはそれぞれ「無」の

文字を○で囲むこと。 

(23) 「浴場」欄には、船内に浴場施設があるときは「有」の文字を○で囲み、船内に

その設備がないときは「無」の文字を○で囲むこと。また、男女別施設があるとき

は、男女別「有」を、無い場合は「無」を○で囲むこと。 

(24) 「寝具」欄には、船内に船員の居室に備え付ける寝具を船員に持参させることと

しているときは「持参」の文字を○で囲み、求人者において貸与するときは「貸

与」の文字を○で囲むこと。その貸与する寝具が有償であるときは「有償」の文字

を○で囲んだうえ、その月額を記入し、無償で貸与するときは「無償」の文字を○

で囲むこと。 

(25) 「作業衣」欄には、船内で各種作業に従事する場合に着用する作業衣を船員に持

参させることとしているときは「持参」の文字を○で囲み、求人者において貸与す

ることとしているときは「貸与」の文字を○で囲んだうえ、その貸与される作業衣

が有償であるときは「有償」の文字を○で囲み、その月額を記入すること。また、
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無償で貸与するときは「無償」の文字を○で囲むこと。 

(26) 「給食」欄には、平日及び休日における船内給食があるときはそれぞれ

「有」の文字を○で囲み、朝食、昼食、夕食のうち給食するものの別を示す「朝」

「昼」又は「夕」の文字をそれぞれ○で囲むこと。 

配乗予定船舶の司厨専門の乗組員の乗船状況について、全船で乗船している場合

は「全船乗船」を、一部船舶で乗船している場合は「一部船舶乗船」を、乗船して

いないときは「不在」を○で囲むこと。 

(26) 「船内教養施設」「船内娯楽施設」及び「陸上福祉施設」欄には、求人者が保有

する各種の施設について簡潔に記入すること。 

(27) 「定年制」欄には、定年制を実施しているときは「有」の文字を○で囲んだうえ、

その定年年齢が全従業員に一律に適用されるときは「一律」の文字を○で囲み、一

律に適用されるものでない場合は「その他」の文字を○で囲み、さらに定年年齢を

記入すること。なお、一律でない場合は、その求人による採用者が適用される定年

年齢を記入すること。また、定年制を実施していないときは「無」の文字を○で囲

むこと。 

(28) 「その他」欄には、船内教養施設、船内娯楽施設、陸上福祉施設のほかに施設を

有するとき、又は年間における団体旅行の行事があるときはその内容を記入し、勤

労者財産形成貯蓄制度があるときは「財形あり」と記入すること。 

(29) 「海技試験受験講習受講」欄には、船員として就職した後に海技免状を取得する

ための海技試験を受験すること、及び海技試験を受験するための講習を受講するこ

とを可とするときは「可」の文字を○で囲み、その費用を求人者が負担するときは

「会社」の文字を○で囲んだうえ、求人者がその全額を負担するときは「全額」の

文字を○で囲み、求人者がその費用の一部を負担するときは「一部」の文字を○で

囲むこと。船員にその費用のすべてを自己負担させるときは「自己」の文字を○で

囲むこと。また、就職後の海技試験の受験及び海技試験を受験するための講習の受

講を認めないときは「否」の文字を○で囲むこと。 

(30) 「通信教育スクーリング受講」欄には、海技大学校の通信教育を受けている船員

がスクーリングを受講することを可とするときは「可」の文字を○で囲み、その費

用を求人者が負担するときは「会社」の文字を○で囲んだうえ、求人者がその全額

を負担するときは「全額」の文字を○で囲み、求人者がその費用の一部を負担する

ときは「一部」の文字を○で囲むこと。船員にその費用のすべてを自己負担させる

ときは「自己」の文字を○で囲むこと。また、スクーリングの受講を認めないとき

は「否」の文字を○で囲むこと。 

(31) 「その他」欄には、船員の教育訓練のための施設又は制度を有するとき、その内

容について簡潔に記入すること。 

(32) 「補足事項」欄には、則第４条に定める基準労働時間、休息時間及び労働条件、

福利厚生施設、作業内容等について、求人者において特に説明若しくは紹介してお

きたい事項を具体的に記入すること。 

(33) 「派遣船員」欄には、派遣船員として雇用しようとする場合は、□に✓を入れる

こと。 

(34) 「職種・求人数」欄には、甲板部、機関部及びその他の部の別に職種別の求人数

を記入すること。なお、「その他」には甲板部、機関部以外のすべての部の職種別

求人数を記入すること。 
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(35) 「作業内容」欄には、新規学校卒業者が船員として従事する職種別の作業内容を

具体的に記入すること。 

(36) 「採用条件」欄には、作業に従事するにあたって不可とする身体の欠格事項があ

るとき及び必要な履修（専門）科目、知識又は海技免状の種類について条件がある

ときは、それぞれの該当欄に具体的に記入すること。 

(37) 「賃金（現行賃金）」欄には、その年度の新規学校卒業者が支給されている現行

の初任給（乗船本給）及び各種手当等を記入すること。 

(38) 「定額的に支払われる賃金」欄には、乗船本給のほか毎月決まって支払われる航

海日当及び諸手当の金額を、それぞれの該当欄に記入すること。 

なお、休日補償手当及び時間外手当以外の諸手当は「その他手当」として合算し記

入すること。 

(39) 「給与から控除するもの」欄には、定額的に支払われる賃金から控除される所得

税、社会保険料（健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料及び船員保険料の合計

額）及び組合費の金額を記入すること。 

(40) 「手取額」欄には、定期的に支払われる賃金から所得税等を差し引いた手取額を

記入すること。 

(41) 「賃金締切日」欄には、賃金計算の基礎となる締切日を記入すること。 

(42) 「支給日」欄には、賃金の支払日を記入すること。 

(43) 「賃金形態」欄には、月給、日給、日給月給、時間給及びその他の賃金の支払形

態の別を示す文字のうち、該当するものを○で囲むこと。なお、「その他」の場合

はカッコ内にその支払形態を記入すること。 

(44) 「昇給」欄には、最初の１年間に昇給する回数及びその金額を記入すること。た

だし、ベースアップ分は含めないこと。 

(45) 「賞与」欄には、入職の年及び２年目に支給される賞与の支給回数及びその合計

額が乗船本給の何ヶ月分に相当するかを記入し、カッコ内に支給月及び支給した実

績額を記入すること。 

(46) 「入職時初任給」欄には、入職時の初任給（乗船本給）が現行のそれを上まわる

ことを保障するときは「現行賃金を上回る」の文字を○で囲み、その保障ができな

いときは「その他」の文字を○で囲むこと。なお、現行賃金を上回ることが見込ま

れる場合であっても、その手取額が明確とならないときは「その他」の文字を○で

囲むものとすること。 

(47) 「説明」欄には、入職時の初任給（乗船本給）が現行賃金を上回る根拠又は資料

（例えば、労使間の長期賃金協定による、過去数年間の初任給（乗船本給）の上昇

実績による等）を記載すること。 

(48) 「退職金」欄には、退職金制度があるときは「有」の文字を○で囲んだうえ、そ

れが中小企業退職金共済制度によるものであるときは「中退金」の文字を○で囲み、

その他の制度によるものであるときは「その他」の文字を○で囲み、受給資格を得

るに必要な最低勤務年数及びそのときに支給される退職金の概算額を記入すること。

また、退職金制度がないときは「無」の文字を○で囲むこと。 

(49) 「将来性」欄には、当該職種の技術をおおむね習得するまでに見込まれる必要年

月数及びそのときの月収の見込額、当該職種の船員で５年前、１０年前に就職した

者の現在の手取額を記入すること。５年前、１０年前に就職した者がいないときは、

現行の給与規程等から推定した５年後、１０年後の賃金の見込額を記入すること。
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また、就職者の将来性について特記する事項があるときは「その他」欄に簡潔に記

入すること。 

(50) 「選考方法」欄には、求人者が行おうとする選考の方法を示す文字のうち、該当

するものを○で囲むこと。 

(51) 「選考試験」欄には、学科試験を行うときはその科目の内容を示す文字のうち該

当するものを○で囲み、一般常識、国語、数学、社会及び英語以外の科目について

も行うときは「その他」の文字を○で囲んだうえ、余白部分にその科目を記入する

こと。 

また、学科試験以外に作文、身体検査、面接選考又は適性検査を行うときはそれぞれ該

当する文字を○で囲み、その他の方法により選考を行うときは「その他」の文字を

○で囲んだうえ、欄外余白部分にその選考方法を記入すること。 

(52) 「締切月日」欄には、その求人に対する応募書類の受付を締め切る月日を記入す

るか、該当文字を○で囲むこと。 

(53) 「選考月日」及び「選考場所」欄には、選考試験及び面接を行う月日及び場所が

決定しているときはその月日及び場所を記入し、未定のときは「未定」と記入する

こと。 

(54) 「選考旅費」欄には、選考に要する旅費を求人者において負担するときは「有」

の文字を○で囲んだうえ、その全額を負担するときは「全額」の文字を○で囲み、

その一部を負担するときは「一部」の文字を○で囲むこと。また、選考に要する旅

費の全額を応募者に負担させるときは「無」の文字を○で囲むこと。 

(55) 「入社日」欄には、求人者の当該事務所における通常の入職時期（採用内定者の

契約上の就労の始期と考えられる赴任日、出社日等をいう。）を記入すること。 

(56) 「赴任旅費」欄には、赴任旅費を求人者において負担するときは「有」の文字を

○で囲んだうえ、その全額を負担するときは「全額」の文字を○で囲み、その一部

を負担するときは「一部」の文字を○で囲むこと。赴任旅費の全額を就職者に負担

させるときは「無」の文字を○で囲むこと。また、赴任旅費を支給する時期につい

て、それが赴任前であるときは「前」の文字を○で囲み、赴任後であるときは

「後」の文字を○で囲むこと。 

(57) 「赴任方法」欄には、求人者が引率して赴任させるときは「求人者引率」の文字

を○で囲み、就職者を単独で赴任させるときは「単独」の文字を○で囲むこと。ま

た、求人者引率又は単独以外の方法により赴任させるときは、余白部分にその方法

を記入すること。 

(58) 「求人連絡・推薦数」欄（高卒（船員）用求人票に限る。）には求人者が求職者

の推薦を依頼する学校を指定する場合、その学校の所在地の県名、地方運輸局、学

校名、甲板部、機関部及びその他の部別の推薦希望人員を記入すること。なお、学

校を指定しないときは、記入漏れとの混同を避けるために、「学校」欄を斜線で抹

消すること。 

(59) 「船舶所有者名等」欄には、求人票に記載された各事項が事実と相違ないことを

確認するために、求人者の名称又は氏名を記入したうえ、代表者の氏名を記名する

こと。ただし、求人者の氏名が記名されているときは、代表者の氏名の記名は必要

ない。なお、求人者の希望により、ホームページの URL や二次元バーコード（QR

コード）を記載しても差し支えない。 

 



8 

 

第２節 新規中学卒業者を対象とする求人の取扱い 

 

（求人申込みの受付の時期） 

第７ 地方運輸局は、中卒（船員）用求人票の受付は６月１日から開始するものとするこ

と。 

（求人票の受理） 

第８ 地方運輸局は、中卒（船員）用求人票を受理するときは、求人者が法第１５条各号

に該当していないことを確認した上で、労働協約、就業規則等の提示を求め、次の各号

について確認すること。 

① 求人票に記載された雇用条件その他の労働条件に相違がないこと。 

② 求人票に記載された雇用条件その他の労働条件を遵守すること。 

③ 求人者の所有する船舶数や事業規模に照らして、採用を希望する人数が適正である

こと。 

④ 求人者が求めようとする労働者の従事すべき業務の内容、賃金、労働時間その他の

労働条件が則第４条第４項に定める方法によって明示されていること。 

⑤ 求人者が派遣船員として雇用しようとする場合、当該求人者は船員派遣元事業主で

あること。 

第９ 地方運輸局は、中卒（船員）用求人票に記載された内容が前項各号に該当しないと

判断したときは、その事項を指摘するとともにその理由を説明し、求人票の内容を訂正

するよう指導するとともに、その事項が訂正されたことを確認した後これを受理するこ

と。 

第１０ 地方運輸局は、中卒（船員）用求人票を受理したときは、求人者に対し、次の事

項について指示すること。 

(１) 求人活動のための家庭訪問及び利益供与による勧誘はしないこと。 

(２) 求人活動のための学校訪問は、地方運輸局が職業指導上必要と認めたとき以外は

行ってはならないこと。 

(３) 新規中学校卒業者を対象とする文書等による募集は行わないこと。 

(４) 求人票に記載した求人数及び雇用条件その他の労働条件に変更を生じたときは、

変更後の求人票を速やかに地方運輸局長に提出すること。 

（求人票の処理） 

第１１ 地方運輸局は、中卒（船員）用求人票を受理したときは、求人票について次のと

おり処理すること。 

(１) 「求人連絡」欄に、求人者の求人希望地域の事情、前年度の実績及び求職動向な

どを考慮したうえ、求人の取次を依頼する地方運輸局を決定し、その地方運輸局の

所在地の都道府県名、地方運輸局名、甲板部、機関部及びその他の部別の推薦希望

人員を記入すること。 

(２) 「特記事項」欄に、地方運輸局において特に付記する事項があるときは、その趣

旨をなるべく簡潔に記入すること。 

(３) 「受付番号」欄に、地方運輸局が受理した求人の順に一連番号を記入すること。

なお、この一連番号は、各年度において最初に受理したものを初号とし、年度毎に

更新するものとすること。 

(４) 「受付年月日」欄に、地方運輸局がその求人票を受理した年月日を記入すること。 

(５) 「扱者」欄に、その求人票の記載事項について確認し受理した職員名を記入する
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こと。 

(６) 「確認者」欄に、船員労政課長等の求人票記載内容を確認した職員名を記入する

こと。 

第１２ 地方運輸局は、中卒（船員）用求人票について前項の処理をしたときは学校に送

付し、写しを地方運輸局の控えとして受付番号順に保存すること。また、青少年雇用情

報シートの提出があった場合は、学校に併せて送付し、写しを地方運輸局の控えとして

保存すること。 

第１３ 地方運輸局は、求人者の希望する求人地域が管轄区域外であるとき又は求職者の

推薦を依頼する学校として管轄区域外の学校を指定する求人の場合は、その求人地域又

は学校の所在地を管轄する地方運輸局に、文書を付してその中卒（船員）用求人票を送

付し、学校への取次ぎを依頼すること。なお、求人票を管轄地方運輸局に送付するとき

は、その求人者に求人票を返戻し、あて先を指示して送付させてもさしつかえないもの

とする。 

第１４ 地方運輸局は、求人者の希望する求人地域又は求人者が求職者の推薦を依頼する

学校を指定したときその所在地が地方運輸局から遠距離にあり、かつ、公共職業安定所

を経由した方がその求人の目的を達成するうえでも効果があると判断したときは、文書

をもって最寄りの公共職業安定所に対しその求人地域又は学校の所在地を管轄する公共

職業安定所に中卒（船員）用求人票の取次ぎを依頼すること。 

（求人一覧表の作成） 

第１５ 地方運輸局は、受理した中卒（船員）用求人票及び他の地方運輸局から取次ぎの

依頼を受けた中卒（船員）用求人票をとりまとめ、管轄区域内の新規中学校卒業者を対

象とする求人一覧表（第４号様式）を作成すること。ただし、求職者の推薦を依頼する

学校を指定する求人については学校別に求人一覧表を作成するものとし、学校を指定し

ないものの求人一覧表にはこれを含めないこと。 

（求人一覧表の学校への送付） 

第１６ 地方運輸局は、求人一覧表に地方運輸局の長名の文書を付して、求人票を受け付

けた日以降９月１５日までの間に学校に到達するよう送付し、求職者の推薦について学

校の協力を依頼すること。ただし、次の道県内の地域の学校にあっては８月末日までに

到達するよう送付すること。また、求人一覧表を学校に送付した日以後に受理した求人

についても、前項により求人一覧表を新たに作成し、学校に送付すること。 

 北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、新潟、富山、石川、福井、長野（飯山

市、中野市、下水内郡及び下高井郡に限る。）、島根（隠岐郡隠岐の島町に限る。） 

（求人内容の説明等） 

第１７ 地方運輸局は、学校の進路指導担当教師及び就職希望者に対する求人内容の説明

は求人一覧表が学校に到達した日以後に行うこと。 

第１８ 地方運輸局は、学校の進路指導担当教師に対し、海運界及び水産界の現況とその

将来性、船内労働その他船員の職業に関する参考資料を収集して提供するほか、できる

限り学校を訪問するなどして船員の職業について十分説明し、その知識と理解を深める

よう努力すること。 

（学校訪問規制状況の把握） 

第１９ 地方運輸局は、都道府県、教育委員会及び公共職業安定所と連絡を密にし、管轄

区域内における学校訪問の具体的な規制内容又はその手続きについて把握するよう努め、

学校訪問を希望する求人者に対し周知すること。 
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（求人者の学校訪問の許可） 

第２０ 地方運輸局は、求人者又はその委託を受けた者が学校を訪問して求人活動を行う

ことは控えるよう指導するものとし、次の各号に該当するものであり、かつ学校が求人

者の訪問を認めている場合に限って、これを認めるものとすること。 

① 中卒（船員）用求人票や求人事項だけでは、学校の進路指導担当教師が求人内容を

理解し難いと認められる求人 

② 設備改善、合理化、省力化などにより船内作業の内容その他に大きい変化を生じ、

特段の説明を加えないと職業紹介上支障を来すと認められる求人 

③ 学校から求人内容の説明を求められた求人 

④ 地方運輸局において求人者による学校訪問を必要と認めた求人 

（学校訪問連絡書の交付） 

第２１ 地方運輸局は、求人者又はその委託を受けた者の学校訪問を認めたときは、その

求人者に学校訪問連絡書（第５号様式）を交付し、学校を訪問した際学校に提出するよ

う指示すること。なお、学校訪問連絡書は、その求人者が訪問を予定する学校数に相当

する部数を交付することができるものとする。ただし、２以上の学校あての学校訪問連

絡書を交付するときは、その求人者が訪問を予定する学校名及び所要事項を地方運輸局

において記入のうえ交付するものとすること。 

第２２ 地方運輸局は、求人者又はその委託を受けた者に学校訪問連絡書を交付するとき

は、次の各号を遵守するよう指示すること。 

① 求人活動のための学校訪問は、学校教師に対して企業内容、求人内容について説明

することにより、就職希望者に対してその求人に関する的確な情報を提供すること

を目的とするものであり、この目的から逸脱した行為は厳につつしむこと。 

② 学校訪問の時期は、求人の申込みが受理された日以降８月末日までの間であるが、

この期間中といえども学校の授業に支障をきたすような訪問は決してしないこと。

特に、一部の都道府県においては求人者による学校訪問を全面的に禁止していると

ころもあるので、最寄りの地方運輸局と連絡をとり、その状況を把握したうえで訪

問すること。 

③ 訪問する学校が管轄区域外にあるときは、その学校の所在地を管轄する地方運輸局

に、又は公共職業安定所に求人の取次ぎを依頼したときはその学校の所在地を管轄

する公共職業安定所に、交付を受けた学校訪問連絡書の写を添付して学校訪問の計

画を通報し、学校訪問についての情報を確認すること。 

（紹介相談） 

第２３ 地方運輸局は、学校との間で紹介相談の実施方法及び時期その他新規中学校卒業

者の紹介にあたって必要な事項について具体的な打合せを行い、適正かつ効率的な紹介

業務の運営を図るよう努めること。 

第２４ 地方運輸局は、紹介相談を実施するに先立ち、海事振興部長、運輸支局長、海事

事務所長及び船員労政課長を含む関係職員の合議により、新規中学校卒業者を紹介する

にふさわしい求人をあらかじめ選定しておくこと。 

第２５ 地方運輸局は、紹介相談を実施するときは、できる限り保護者及び教師の参加を

求めて紹介先求人の決定及び紹介を行うこととするものとし、求職者の求職条件、保護

者、教師の意向等を十分考慮のうえ、原則として前項の紹介対象求人の中から紹介先求

人を選び決定すること。 

（推薦、選考開始の時期） 
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第２６ 地方運輸局は、新規中学校卒業者の紹介先求人を決定したときは、求人者による

採否の選考が１月１日以降開始されるようにその求職者の応募書類を紹介先求人者に送

付すること。ただし、第１６に掲げる道県内の地域の学校にあっては、１２月１日以降

選考が開始されるように応募書類を送付してもさしつかえないものとする。なお、応募

書類を送付するときは、選考開始の時期の前日に紹介先求人者に到達するようにするも

のとすること。 

（紹介状、応募書類の送付） 

第２７ 地方運輸局は、新規中学校卒業者の紹介先求人として管轄区域内の求人を決定し

たときは、地方運輸局に保存している中卒（船員）用求人票の控えの欄外余白欄に地方

運輸局名、求職者名、職種を記入した後紹介状（第６号様式）にその求職者の応募書類

を添付して紹介先求人に送付すること。 

第２８ 地方運輸局は、新規中学校卒業者の紹介先求人として他の地方運輸局から取次ぎ

の依頼を受けた求人を決定したときは、前項に準じて中卒（船員）用求人票に所要事項

を記入した後紹介状にその求職者の応募書類を添付して、紹介先求人の事業所の所在地

を管轄する地方運輸局に送付すること。ただし、その紹介先求人者が現地選考を行うと

きは、応募書類は現地選考を行う当日その求人者に手渡すこととしてもさしつかえない

ものとする。 

第２９ 地方運輸局は、他の地方運輸局又は公共職業安定所から紹介状及び求職者の応募

書類の送付を受けたときは、第２７に準じてこれを紹介先求人者に送付すること。 

（採否結果の確認） 

第３０ 地方運輸局は、求人者に対し、地方運輸局から紹介された求職者の採否を決定し

たときは、採否結果通知書によりその結果及び採用しなかった場合はその理由並びに引

き続き紹介を求めるか否かについて必ず地方運輸局に通知すること及び不採用者の応募

書類を地方運輸局に返却するよう指示すること。 

第３１ 地方運輸局は、求人者から採否結果通知書を受け取ったときは、その内容を確認

し中卒（船員）用求人票の控えと綴り合わせて保存するとともに、それが他の地方運輸

局又は公共職業安定所に求人の取次ぎを依頼したものである場合は、その地方運輸局又

は公共職業安定所にその採否結果通知書の写を送付すること。なお、不採用については

その応募書類を添付して送付すること。 

第３２ 地方運輸局は、求人者から採否結果通知書を受け取ったとき又は他の地方運輸局

から採否結果通知書の写の送付を受けたときは、速やかにその内容を学校及び本人に通

報すること。なお、不採用者についてはその応募書類を添付して学校あて送付すること。 

 

第３節 新規高等学校卒業者を対象とする求人の取扱い 

 

（求人申込みの受付の時期） 

第３３ 地方運輸局は、高卒（船員）用求人票の受付は６月１日から開始するものとする

こと。ただし、求人の受理及び地方運輸局の確認した高卒（船員）用求人票の求人者へ

の返戻は７月１日以降行うものとすること。 

（求人票の受理） 

第３４ 地方運輸局は、高卒（船員）用求人票を受理するときは、第８に準じてその内容

を確認するとともに、選考月日が９月１６日以降であることを確認すること。 

第３５ 地方運輸局は、高卒（船員）用求人票に記載された内容が第８各号に該当しない
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と判断したときは、第９に準じて処理すること。 

第３６ 地方運輸局は、高卒（船員）用求人票を受理したときは、求人者に対し、次の事

項について指示すること。 

 （１） 求人活動のための家庭訪問及び利益供与による勧誘はしないこと。 

 （２） 求人活動のための学校訪問は、地方運輸局が職業指導上必要と認めたとき以外 

 は行ってはならないこと。 

 （３） 新規高等学校卒業者を対象とする文書等募集を行う場合は次の条件によること 

 とすること。 

① 地方運輸局において確認を受けた求人であって、当該求人の求人票記載内容と 

異なるものでないこと。 

② 広告等掲載に当たっては、事業所を管轄する地方運輸局名及び求人の受付番号 

を掲載すること。 

③ 応募の受付は学校又は地方運輸局を通じて行うこと。 

 （４） 求人票に記載した求人数及び雇用条件その他の労働条件に変更を生じたときは、 

  変更後の求人票を速やかに地方運輸局長に提出すること。 

（求人票の処理） 

第３７ 地方運輸局は、高卒（船員）用求人票を受理したときは、求人票について次のと

おり処理すること。 

(１) 「特記事項」欄に、地方運輸局において特に付記する事項があるときは、その趣

旨をなるべく簡潔に記入するとともに、「確認印」欄の「地方運輸局受理」欄に地

方運輸局受理印（第１号様式）を押捺すること。 

(２) 「受付番号」欄に、地方運輸局が受理した求人の順に一連番号を記入すること。

なお、この一連番号は、各年度において最初に受理したものを初号とし、年度毎に

更新するものとすること。 

(３) 「受付年月日」欄に、地方運輸局がその求人票を受理した年月日を記入すること。 

(４) 「扱者」欄に、その求人票の記載事項について確認し受理した職員名を記入する

こと。 

(５) 「確認者」欄に船員労政課長等の求人票記載内容を確認した職員名を記入するこ

と。 

第３８ 地方運輸局は、高卒（船員）用求人票について前項の処理をしたときは、第１２

に準じて学校に送付し、写しを地方運輸局に保存することとする。また、青少年雇用情

報シートの提出があった場合は、学校に併せて送付し、写しを地方運輸局の控えとして

保存すること。なお、求人者が学校を指定する場合、その学校への求人票及び青少年雇

用情報シートの送付は求人者に行わせてもさしつかえないものとする。 

第３９ 地方運輸局は、求人者の希望する求人地域が管轄区域外であるときは求職者の推

薦を依頼する学校として管轄区域外の学校を指定する求人の場合は、第１３に準じて処

理することとするが、求人者が学校を指定する場合、その学校への求人票の送付を求人

者に行わせてもさしつかえないものとする。この場合地方運輸局は求人者に対し学校の

所在地を管轄する地方運輸局に、求人票を直接学校に送付した旨の文書を付して求人票

を送付するよう指示すること。 

第４０ 地方運輸局は、求人者の希望する求人地域又は求人者が求職者の推薦を依頼する

学校を指定したときその所在地が地方運輸局から遠距離にあり、かつ、公共職業安定所

を経由することがその求人の目的を達するうえでも効果があると判断したときは、第１
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４に準じてその求人地域を管轄する公共職業安定所に高卒（船員）用求人票の取次ぎを

依頼すること。 

（求人一覧表の作成） 

第４１ 地方運輸局は、第１５に準じて管轄区域内の新規高等学校卒業者を対象とする求

人一覧表を作成すること。 

（求人一覧表の学校への送付） 

第４２ 地方運輸局は、求人票を受け付けた日以降管轄区域内の高等学校に求人一覧表に

文書を付して送付し、求職者の推薦について学校の協力を依頼すること。 

（求人内容の説明等） 

第４３ 地方運輸局は、学校の進路指導担当教師及び就職希望者に対する求人内容の説明

は、第１７に準じて行うこと。 

第４４ 地方運輸局は、第１８に準じて学校の進路指導担当教師の船員の職業についての

知識と理解を深めさせるよう努力すること。 

（求人者による学校訪問） 

第４５ 地方運輸局は、求人者又はその委託を受けた者が学校を訪問して求人活動を行う

ことを希望するときは、第１９及び第２０各号に準じて処理すること。 

第４６ 地方運輸局は、前項により求人者の学校訪問を許可したときは、高卒（船員）用

求人票の「学校直接募集」欄に地方運輸局受理印を押捺すること。 

（学校訪問連絡書の交付） 

第４７ 地方運輸局は、求人者又はその委託を受けた者の学校訪問を許可したときは、第

２１に準じて学校訪問連絡書を交付し、学校を訪問した際学校に提出するよう指示する

こと。 

第４８ 地方運輸局は、求人者又はその委託を受けた者に学校訪問連絡書を交付するとき

は、次の各号を遵守するよう指示すること。 

① 求人活動のための学校訪問は、学校教師に対して企業内容、求人内容等について説

明することにより、就職希望者に対してその求人に関する的確な情報を提供するこ

とを目的とするものであり、この目的から逸脱した行為は厳につつしむこと。 

② 学校訪問の時期は、求人の申込が受理された日以降であれば特に期限は設けられて

いないが、学校の授業に支障をきたすような訪問は決してしないこと。 

③ 訪問する学校が管轄区域外にあるときは、その学校の所在地を管轄する地方運輸局

に、又は公共職業安定所に求人の取次ぎを依頼したときはその学校の所在地を管轄

する公共職業安定所に、交付を受けた学校訪問連絡書の写を添付して学校訪問の計

画を通報し、学校訪問についての情報を確認すること。 

（紹介相談） 

第４９ 地方運輸局は、第２３に準じて学校との間で新規高等学校卒業者の紹介にあたっ

て必要な事項について具体的な打合せを行い、適正かつ効率的な紹介業務の運営をはか

るよう努めること。 

第５０ 地方運輸局は、第２４に準じて関係職員の合議により新規高等学校卒業者を紹介

するにふさわしい求人をあらかじめ選定しておくこと。 

第５１ 地方運輸局は、紹介相談を実施するときは、第２５に準じてできる限り保護者及

び教師の参加を求めて紹介先求人の決定及び紹介を行うこと。 

（推薦・選考開始の時期） 

第５２ 地方運輸局は、新規高等学校卒業者の紹介先求人者を決定したときは、紹介状に
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その求職者の応募書類を付して、９月５日（沖縄県の全域にあっては８月３０日）以降

紹介先求人者のもとに到達するよう送付するとともに、選考は９月１６日以降開始する

よう指示すること。 

（紹介状、応募書類の送付） 

第５３ 地方運輸局は、新規高等学校卒業者の紹介先求人として管轄区域内の求人を決定

したときは、第２７に準じて紹介状にその求職者の応募書類を添付して紹介先求人者に

送付すること。 

第５４ 地方運輸局は、新規高等学校卒業者の紹介先求人として他の地方運輸局から取次

ぎの依頼を受けた求人を決定したときは、第２８に準じて紹介状にその求職者の応募書

類を添付して、紹介先求人者の事業所の所在地を管轄する地方運輸局に送付すること。

ただし、その紹介先求人者が現地選考を行うときは、同項ただし書に準じて処理するこ

と。 

第５５ 地方運輸局は、他の地方運輸局又は公共職業安定所から紹介状及び求職者の応募

書類の送付を受けたときは、第２７に準じてこれを紹介先求人者に送付すること。 

（採否結果の確認） 

第５６ 地方運輸局は、求人者に対し、第３０に準じて採否結果等を必ず地方運輸局に通

知すること及び不採用者があるときはその応募書類を地方運輸局に返却するよう指示す

ること。 

第５７ 地方運輸局は、求人者から採否結果通知書を受け取ったときは、第３１に準じて

処理すること。 

第５８ 地方運輸局は、求人者から採否結果通知書を受け取ったとき又は他の地方運輸局

から採否結果通知書の写の送付を受けたときは、第３２に準じて処理すること。 

第５９ 削除 

 

第４節 新規大学等卒業者を対象とする求人の取扱い 

 

第６０ 地方運輸局は、大卒等（船員）用求人票を受理するときは、第８に準じてその内

容を確認する。 

第６１ 地方運輸局は、大卒等（船員）用求人票に記載された内容が第８各号に該当しな

いと判断したときは、第９に準じて処理すること。 

（求人票の処理） 

第６２ 地方運輸局は、大卒等（船員）用求人票を処理するときは、第１１に準じて処理

すること。 

第６３ 地方運輸局は、大卒等（船員）用求人票について前項の処理をしたときは、求人

者に返戻し、写しを地方運輸局の控えとして受付番号順に保存すること。 

（求人票の学校への提出指示） 

第６４ 地方運輸局は、求人者に対し、大卒等（船員）用求人票は、求人者が直接高等専

門学校又は大学に提出するよう指示すること。なお、求人者が高等専門学校又は大学を

訪問するときは、学校訪問連絡書は交付しないものとすること。 

（採否結果の確認） 

第６５ 地方運輸局は、求人者に対し、新規大学等卒業者の採否を決定したときは、採否

結果通知書によりその結果を必ず地方運輸局に通知するよう指示すること。 

第６６ 地方運輸局は、求人者から採否結果通知書を受け取ったときは、その内容を確認
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し、新規大学等卒業者を対象とする求人票の控えと合わせて保存すること。 

 

第５節 求人秩序の確立 

 

（求人申し込みの受付時期等の変更） 

第６７ 地方運輸局は、海事局から、求人申し込みの受付、推薦・選考開始の時期等（第

７、第１６、第２６、第３３、第３４、第５２関係）の変更通知があった場合は、当該

手続きの時期を変更するとともに、求人者に適切に周知・指導すること。 

（求人者に対する指導） 

第６８ 地方運輸局は、新規学校卒業者を対象とする求人の申込みの受付を開始するに先

立ち、求人活動の基本方針等の説明会を開催するなどして、求人者に秩序ある求人活動

を行うこと、特に早期選考など学校教育上支障を及ぼすのみならず、新規学校卒業者の

適正な職業選択を誤らせるような求人活動はしないよう指導すること。 

第６９ 地方運輸局は、教育委員会、学校及び公共職業安定所との連携を密にし、求人者

の求人活動の情報を入手するよう努めるとともに、定められた日以前に早期選考を行お

うとする求人者があるときは、その求人者に対し、速やかに中止するよう強力に指導す

ること。 

（早期選考による採用内定者の取扱い） 

第７０ 地方運輸局は、早期選考を行った求人者に求人に応募し、採用が内定した生徒が

あるときは、進路相談、職業相談を行って本人の意志をよく確かめ、本人が他の求人者

の船舶に船員として就職する意志を有することが確認された場合は、定められた日以降

に選考を行う求人者に推薦するものとすること。 

 

第３章 報告 

 

（新規学校卒業者採用状況報告書） 

第７１ 地方運輸局は、新規学校卒業者を対象として求人活動を行った求人者に対し、３

月末日現在における新規学校卒業者の採用状況をとりまとめ、４月１５日までに新規学

校卒業者採用状況報告書（第７号様式）を求人を申し込んだ地方運輸局に提出するよう

指示すること。 

（新規学校卒業者採用状況一覧表） 

第７２ 地方運輸局（国土交通省組織令第２１２条第１項に掲げる地方運輸局、同令第２

１５条に掲げる神戸運輸監理部及び内閣府設置法第４３条に基づいて置かれる沖縄総合

事務局をいう。）は管内の求人者から提出された新規学校卒業者採用状況報告書をもと

に新規学校卒業者採用状況一覧表（第８号様式）を作成し、４月末日までに海事局に送

付すること。 

 

     附  則 

 この取扱要領は、昭和４８年５月１５日から適用する。 

     附  則 

 この取扱要領は、昭和４９年６月１０日から適用する。 

     附  則 

 この取扱要領は、昭和５９年７月２４日から適用する。 
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     附  則 

 この取扱要領は、昭和６２年５月１９日から適用する。 

     附  則 

 この取扱要領は、平成２８年３月３１日から適用する。 

          附  則 

 この取扱要領は、平成２９年５月１２日から適用する。 

附  則 

 この取扱要領は、令和４年４月１日から適用する。 



第１号様式

地方運輸局受理印

受 付（

地

方

運

輸

局

長

○○運輸局）

（

地

方 受 付

運 （

輸 受

局 付

運 年

輸 月

支 日

局 ○○運輸局 ）

用 ○○運輸支局

）

（

地

方 受 付

運

輸

局

海

事

事 ○○運輸局

務 （○○運輸支局）

所 ○○海事事務所

用

）

直径２１ミリメートル



ａ

ｂ

部 課

日

ｅ 円 円 日

10 円 円

円 円

人 人 人 円 円

人 人 人

（

円 円

円

有・無

年 回

ａ ) 月、 月、

時 分 ～ 時 分

時 分 ～ 時 分 月、 月、

時 分 ～ 時 分 12

ｃ 11

ｄ 日

ｅ 日

13

ａ

14

月 日、 月

ｃ 月

ｄ

ｅ 円

ｆ 円

15 年 月 日

16

ｉ 歳

ｊ

ａ

ｂ

ｃ

17

□

18

※ ※

21扱者 22確認者

２

就

業

時

間

・

休

日

入

職

時

賃

金

３

福

利

厚

生

等

ｇ 給 食 司厨専門の乗組員の乗船状況

入

社

赴

任

ｃ 赴 任 旅 費

ｈ
教養･娯楽

福 祉 施 設
県 運輸局

ｆ
乗 下 船

サ イ ク ル

ｂ

宿 舎 施 設 独身寮（有・無） 社宅（有・無） ｄ 選 考 月 日

４

教

育

訓

練

５

補

足

事

項

※

特

記

事

項

7

職

種

・

求

人

数

船

舶

所

有

者

名

6 派遣船員 派遣船員として雇用する場合は、□に✔を入れること。

甲　板　部 機　関　部 そ　の　他

職種 求人数 職種 求人数 職種 求人数

年目

ｄ

所有船舶

(記載欄が不足

する場合は別紙

を使用）

ｆ 従 業 員 数

ｇ 創 業 年

海員

輸 送 品 目

(漁船の場合は魚種)

船　種 総トン数 主要航路

ｌ

ｂ 交 替 制 有・無

休 日 １月

残業(時間外) 有・無 １月平均 時間位

有 給 休 暇 就職の年

加 盟 船 主

団 体
ｍ

ｆ

昇

給

学　校

※

求

人

連

絡

（備考）昇給金額は定期昇

給による引き上げ額

ａ入職時

初任給

１．10欄の現行賃金を上回る

２．その他
日・２年目 日・最高

その他

通信教育スクーリング受講 可（費用負担　会社（全額・一部）・自己）・否

海技試験受験講習受講 可（費用負担　会社（全額・一部）・自己）・否

そ の 他

甲板部 機関部 その他 甲板部 機関部 その他

定 年 制 有（一律・その他 ）・無

学　校

全船乗船 ｂ 赴 任 方 法 求人者引率・単身赴任・その他（　　　　　　　　　）

一部船舶乗船 支給　有（全部・一部）・無

(注3) 乗船の場合は下記補足事項欄に｢常駐｣や｢乗船期間｣等を記載 不　　在 赴任（前・後）払い

推薦人員 推薦人員

有（朝・昼・夕）・無　休日の給食　有（朝・昼・夕）・無 ａ 入 社 日

浴 場 船内に（有・無） 男女別（有・無） ｅ 選 考 場 所

寝 具 持参・貸与（有償 ・無償） 支給

有（全額・一部）・無

応

募

要

項

・

選

考 ｆ 選 考 旅 費
作 業 衣 持参・貸与（有償 ・無償）

(注2) 女性船員がおらず未対応の場合は採用する際の予定を記載 　対応予定

日以降随時

　全船対応済 ｃその他

　一部船舶対応済 ａ 選 考 方 法 書類選考・現地選考・呼出選考

(注1) 対応済みの場合は下記補足事項欄に対応内容を記載 　未対応 学科試験（一般常識・国・数・社・英・その他　　　　　）

設備面における男女別の対応状況 　対応済 作文・身体検査・面接選考・適性検査・その他

ｂ説　明

将

来

性

日以降随時

ａ大体　年位で一応の技術を習得できる

休暇 ヶ月間・ 日間 ｂ就職者の将来の待遇等

加 入 保 険 健保・厚年保・労災保・雇保・船保・その他（　　　　） 　5年前の就職者の現在賃金　　　円位

船員居室（有・無）居住区分（専用・共用）ベッドまたは畳   10年前の就職者の現在賃金　　　円位

乗船 ヶ月間・ 日間

船 員 居 住

施 設

船内LAN、Wi-fi設備への対応状況

ｂ 選 考 試 験

ｃ 締 切 月 日

（２年目）年 回、合計 ヶ月分

支給月（ 月）

ｇ

賞

与

（初年度）年 回、合計 ヶ月分

有（中退金・その他　　　）・無
退

職

金 最低資格 年 円

就 業 時 間 １日 時間 １回 円単位 支給月（ 月）

ｈ資本金 ｉ労働組合 ｊ就業規則 ｋ給与規定
①合計 円 ②
控除額合計現

行

賃

金

有・無 有・無 有・無

団 体 協 約 締結

（締結組合名）

備考

男性 女性 計 休日補償手当 組合費

海員 海員

陸員 陸員 陸員 その他手当

乗船本給 税金

賃

金

社会保険料

8

作

業

内

容

所 在 地 郵便番号 （　　ｰ　　）

(または住所)

採用事務

担当者ｃ 役職 氏名

第２号様式 中卒（船員）用求人票 19受付番号 20受付年月日

１

　

求

　

人

　

者

円

ｅ賃金形態

名 称 （ふりがな）

(または氏名)

（連絡先） TEL メールアドレス ａ不可とする身体条件

船　名

月 給 ・ 日 給

日 給 月 給

時 給

そ の 他

（ ）

③手取額

（①－②）
円

ａ定額的に支払われる賃金 ｂ給与から控除するもの ｃ賃金締切日

航海日当

ｄ  支  給  日

9

採

用

条

件




















